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追加健診を希望する方はご連絡ください。

 受付時期：11月１日～平成18年１月10日

 応募資格：中卒（見込含）17歳未満の男子

 試 験：第１次　平成18年１月14日
第２次　平成18年１月27日～30日のうち指定する１日

 合格発表：平成18年２月21日

 入隊時期：平成18年４月上旬

 初 任 給：152,300円（ボーナス年4.4ヶ月分）

 教 育：一般高校と同じ学科と各種技術の基礎を学ぶ。

 資 格：３年間の教育終了時には、高等学校卒業資格を取得できます。

連絡先：役　場　町　民　課　　０２９－２８８－３１１１（内線１１４）
水　戸　事　務　所　　０２９－２２６－９２９４
ホームページアドレス　　http : //www.ibaraki.plo.jda.go.jp　　 hq1@ibaraki.plo.jda.go.jp

◇技術を学びながら高等学校卒業の資格取得◇

健　診　名 対　象　者 健　診　内　容 個人負担金

基本健診

18～69歳の男性、40～69歳の女性
学校や職場で健診を受けていない方

問診・身体計測・血圧・検尿・血液
検査・心電図・眼底検査

1,000円
(5,985円のところ)

70歳以上の方 同上 500円(5,985円のところ)

婦人の健康づくり健診 18～39歳の女性 問診・身体計測・血圧・検尿・血液検査 500円(2,678円のところ)

結核検診
16歳以上
学校や職場で健診を受けていない方 胸部レントゲン

無 料(714円のところ)

肺がん検診 40歳以上職場で健診を受けていない方 無 料(546円のところ)

健 診 名 対　　象　　者 検査方法 個人負担金

前立腺がん検診 50歳以上の男性

採血検査

500円(2,310円のところ)

肝炎ウイルス検診

・17年度に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳を迎えられる方
・過去に肝機能異常を指摘された方。
・広範な外科的処置を受けた方又は妊娠 ・分娩時に多量に出血した
ことのある方であって定期的に肝機能検査を受けていない方。

・過去の基本健康診査においてGPT値により要指導とされた方。

800円(3,150円のところ)

住民健診・追加健診のお知らせ
住民健診をより多くの住民の皆様が受診できますよう追加健診を実施することになりました。

◎その他、以下の検診を対象者で希望する方に限り受付けます。希望される方は、当日申し出てください。

【対 象 者】

　◎今年度住民健診を受けそびれてしまった方

　◎転入、 退職等で今後町の住民健診を希望する方 （ただし、 今年度すでに住民健診を受診された方は除きます）

【日　　時】　11月29日（火）・30日（水）

　　　　　　　午前９：30～11：00／午後１：30～３：00

【場　　所】　11月29日（火）　常北保健福祉センター（役場敷地内、コミセン隣り）

　　　　　　　11月30日（水）　桂公民館

【健診内容】

健康福祉課（城里町常北保健福祉センター内）
０２９－２８８－３１１１（代表）　　０２９－２４０－６５５０（直通）

平成
17年
度

中学３年生の皆さんへ（自衛隊生徒募集）

受付締切り

10月31日
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①　乳幼児医療費助成制度の対象年齢が小学校入学前までとなります。

②　入院時の食事代は助成対象外となります。

　　（重度心身障害者の方は、平成17年11月から平成19年３月までの間は標準負担額の２分

の１の助成措置があります。）

③　自己負担が変わります。

　　（自己負担は病院、診療所ごとです。ただし、保険薬局では自己負担はありません。）

○　マル福制度改正にともない、医療福祉費請求書（ピンク色の用紙・ブルー色の用紙）の様式が一部

変更になります。11月診療分からの医療福祉費請求書は10月下旬に送付しますので医療機関への提

出をお願いします。

○　３歳～小学校入学前までの方は、マル福の交付申請が必要です。申請が必要な方にはハガキを送

付しますので、申請手続きをしてください。

Reduce  Reuse  Recycle
問合せ　保険課　029-288-3111（内線 372・373）

乳 幼 児

妊 産 婦

母子家庭

父子家庭

外来 1日５００円

　　（月２回を限度）

入院自己負担なし

重度心身障害者等 自己負担なし

外来　１日６００円

　　　（月２回を限度）

入院　１日３００円

　（月 3,000 円を限度）

自己負担なし（入院時の食事代は助成対象外）

平成17年11月から
○福制度が改正になります

改正前 改正後

大切に使おう・ごみを減らそう 繰り返し使おう 再び資源として　　 利用しよう

・丈夫な製品を選び、大切に長く使

いましょう。

・詰め替え用製品を選びましょう。

・使い捨て製品の使用を控えましょ

う。

・買い物をするときは買い物袋等を

持参し、不要な袋・過剰包装を断

りましょう。

・ビールびんなど酒屋さんなど

に返しましょう。

・直せるものは、修理して使い

ましょう。

・自分では不用でもまわりに使

う人がいないか、さがしてみ

ましょう。

・別な使い道がないかどうか、

考えてみましょう。

・｛びん・缶類｝、｛ペットボトル｝、

　｛新聞・雑誌・ダンボール等の紙類｝

は資源ごみです。きちんと分別して

出しましょう。

・買い物をするときは、リサイクル製

品を選びましょう。

　３Ｒの推進については、「循環型社会形成推進基本法」「資源有効利用促進法」「容器包装

リサイクル法」「家電リサイクル法」等により取り組まれています。

　３Ｒを社会に定着させるためには消費者、事業者、行政が適切な役割を果たすことが必要

です。私たち国民ひとり一人の意識と心がけが、資源と環境を守るとともに、ごみを資源へ

と甦らせます。

3Rのススメ 10月は３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間です。３Ｒでごみを減らしましょう。

関東経済産業局　産業企画部　環境・リサイクル課　　　　048-600-0292（直通）

茨城県生活環境部廃棄物対策課・減量化・リサイクルＧ　　029-301-3020

城里町役場町民課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　029-288-3111（内線113）

問
合
�


